　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３長 行 松 支 第１７０号

松本支部建設会員　　各位　　　　　　　　　　　　　平成 ２４年 １ 月 １７日

松本支部会員　　　　各位　　　　　　　　　　　　  長野県行政書士会松本支部

他支部会員　　　　　各位　　　　　　　　　　　　　支  部  長    山﨑　隆二

　　　　　　　　　　　　　　　　　 建設部会長 　 篠平　耕二
松本支部　建設部会研修会のお知らせ

　大寒の候、皆様にはますますご健勝の事と存じます。当部会において下記のとおり、研修会を開催致します。

多数の皆様のご参加をお待ちしております。
1　期　　日　：　平成２４年２月４日(土)

2　時　　間　：　午前10時00分～１２時00分

3　場　　所　：　松本勤労者福祉センター　２階第2会議室
　　　　　　　 　松本市中央四丁目７番２６号　TEL：0263－35－6286
4　研修テーマ：Ⅰ建設業現場実務の知識

　　　　　　　 Ⅱ平成２３年度建設事務所への質問・要望に対する回答の解説

5　講　　師　：Ⅰ行政書士　吉沢富雄会員（業務研修部長）
　　　　　　　　 行政書士　髙野弘文会員（建設副部会長）

　　　　　　　 Ⅱ行政書士　篠平耕二会員（建設部会長）

６　研修内容 ：Ⅰ建設業における行政書士の仕事は役所に対する手続き業務に終始し
　　　　　　　　 顧客の実務に対する知識が乏しいため、良き相談相手としての信頼

　　　　　　　　 に乏しいのが現状ではないでしょうか。今般、実務に詳しい２人の

　　　　　　　　 講師にその辺のお話をお願いしました。
　　　　　　　 Ⅱ昨年アンケートを募り、建設事務所に提出した建設業許可に関する

　　　　　　　 　質問・要望の回答が出ましたのでその解説を致します。

　　　　　　　　（質問事項は、別紙のとおり。）
7　参 加 費：　松本支部建設部会員　　　無料　　　　　　　
　　　　　　　 松本支部会員        　　１，０００円

他支部会員　　　　　　　１，０００円　　 　　　   
参加ご希望の方は、 1月31日（火）までにFAX又はメールにてお申し込み下さい。　
松本支部事務局　　FAX：0263－32－0151　　メール：gyosei.m@po.mcci.or.jp　
　　　　　　　 　  TEL：0263－33－7166　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松本支部建設部会研修会　参加申込書
　　　　　　　　　　２月４日（土）の　研修会に参加します。

　　　
支部名　　　　　　　　　　　　　　　　    氏  名　　　　　　　　　　　            

T E L  ：　  　　　(　 　)　　　　　　    F A X　：　　　　 （　 　）　　　　　　　

　　　　　　　平成２３年度建設業質問並びに要望事項

　　　　　（８月下旬、松本支部建設部会員宛アンケート結果）

1 建設業関係の申請は、郵送による申請も可能かどうか。
2 建設業法第１１条２項の事業年度終了の届出様式において、代理申請欄を申請人の下に設けてよいかどうか。
3 大臣許可業者は、許可更新並びに各種変更届申請後、他府県にも届出しますが、他府県に提出が不要な場合はどのような場合か。
4 営業所移転に伴う変更届の場合、営業所調査に基づく裏付け書類の提示が必要ですが、これは変更の事由が生じた時に届出が必要であり、許可更新時に提示すればよいというものではないとの判断でよろしいか。
5 県外に本店所在地があり、本店では建設業を行っておらず、県内の営業所で建設業を経営する会社について、県内の営業所を所在地とし、営業所の名称ではなく会社名で建設業の許可を取得している業者がありますが、これは、違和感を覚えます。許可業者の表示として、登記簿と所在地が異なることになりますが、これが正しいかどうか。
6 技術者の資格者証の確認の際には原本の提示を求められますが、私ども有資格者は一連の確認のうえで業務をおこなっており、一般人と違って万が一の場合には行政書士が全面的に代理責任を負うことから、行政書士が代理人の場合は、従前のようにコピーでの提示をお認めいただきたい。
7 個人事業者の許可申請において、常勤性の裏付け書類として、事業主の給与台帳を求められますが、個人事業主には給与台帳が無い場合が多く、源泉徴収票も社会保険の証明書もないため提出できません。このような場合の取扱をご教示願います。
8 各種申請書類の提出部数は３部ですが、行政書士の控え分として併せて４通提出し、審査・受付押印後その場で１部を受け取ることが可能でしょうか。
9 経管業務の管理責任者の条件として、法人役員に登記されていない場合、「役員に準ずる地位」として、「建設業許可の手引」に明記されている事項以外にはどのような条件を満たせばよいかご教示願います。
また代表取締役と喧嘩別れした場合などは、経営業務の管理責任者証明書に証明印がもらえないことがあります。この場合勤務していた会社の登記簿謄本を添付すれば役員であった記載がある場合、これを認めていただけないか。
10 変更届（各事業年度終了届）は、やむをえず数年分をまとめて提出していることを認めていただいておりますが、依頼者には決算後速やか財務諸表と工事経歴書をもらうようお願いしても、必要な時期に入手できないことが度々あります。今後も数年分まとめて提出することが可能な取扱いをお願いします。
省公略印印」








